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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影手段で撮影された撮影画像を左目用画像と右目用画像に区分して記憶する記憶手段
と、
　前記記憶手段に記憶された前記左目用画像と前記右目用画像からステレオ画像を生成す
る生成手段と、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定手段と、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成手段と、
　前記ステレオ画像と前記付加画像とを表示する表示手段とを有し、
　前記付加画像生成手段は、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用付加画
像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、
　前記生成手段は、前記奥行きの変更指示に従い、前記左目用画像と前記右目用画像を調
整して前記ステレオ画像を生成することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記奥行きの変更指示に応じて、前記左目用画像に区分された撮影画
像を前記右目用画像とし、前記右目用画像に区分された撮影画像を前記左目用画像として
、前記ステレオ画像を生成することを特徴とする請求項１に記載された画像処理装置。
【請求項３】
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　前記生成手段は、前記奥行きの変更指示に応じて、前記左目用画像と前記右目用画像そ
れぞれを水平方向に反転して、前記ステレオ画像を生成することを特徴とする請求項１に
記載された画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記奥行きの変更指示に応じて、前記左目用画像と前記右目用画像の
重なり度合を調整して前記ステレオ画像を生成することを特徴とする請求項１に記載され
た画像処理装置。
【請求項５】
　撮影手段で撮影された撮影画像を左目用画像と右目用画像に区分して記憶する記憶手段
と、
　前記記憶手段に記憶された前記左目用画像と前記右目用画像からステレオ画像を生成す
る生成手段と、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定手段と、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成手段と、
　前記ステレオ画像を前記付加画像とともに表示する表示手段とを有し、
　前記付加画像生成手段は、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用付加画
像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、前記生成手段は、前記奥行きの変更指
示に従い前記表示サイズに基づいた付加画像の合成により前記ステレオ画像を生成するこ
とを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　さらに、前記左目用画像に左目用付加画像を合成した左目用合成画像、および、前記右
目用画像に右目用付加画像を合成した右目用合成画像を生成する合成手段を有し、
　前記生成手段は、前記左目用合成画像と前記右目用合成画像を合成し、ステレオ画像を
生成することを特徴とする請求項５に記載された画像処理装置。
【請求項７】
　さらに、前記撮影画像の撮影方法の情報を入力する入力手段を有し、
　前記決定手段は、前記撮影方法の情報に基づき、前記付加画像に含める付加情報および
前記付加画像の表示条件を決定することを特徴とする請求項１または請求項５に記載され
た画像処理装置。
【請求項８】
　前記付加画像生成手段は、前記ステレオ画像が観察される際に、前記二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズに応じた前記コンテンツが知覚されるように付加画像
を生成することを特徴とする請求項１または５に記載された画像処理装置。
【請求項９】
　前記奥行きの変更が指示された場合、前記生成手段は、前記左目用合成画像を前記右目
用合成画像として、前記右目用合成画像を前記左目用合成画像として前記ステレオ画像を
生成することを特徴とする請求項６に記載された画像処理装置。
【請求項１０】
　前記奥行きの変更が指示された場合、前記生成手段は、前記左目用合成画像と前記右目
用合成画像それぞれを水平方向に反転処理した後、前記ステレオ画像を生成することを特
徴とする請求項６に記載された画像処理装置。
【請求項１１】
　前記奥行きの変更指示は、前記ステレオ画像を観察する際に、前記ステレオ画像の奥行
き感覚を逆転させるための指示であることを特徴とする請求項１から請求項５、請求項９
から請求項１０の何れか一項に記載された画像処理装置。
【請求項１２】
　撮影画像を左目用画像と右目用画像に区分して記憶するステップと、
　奥行きの変更指示に応じて、前記左目用画像と前記右目用画像を調整してステレオ画像
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を生成する生成ステップと、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定ステップと、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成ステップと、
　前記ステレオ画像と前記付加画像とを表示するステップとを有し、
　前記付加画像生成ステップでは、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用
付加画像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、前記生成ステップでは、前記奥
行きの変更指示に従い、前記左目用画像と前記右目用画像を調整して前記ステレオ画像を
生成することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１３】
　撮影画像を左目用画像と右目用画像に区分して記憶するステップと、
　該記憶された前記左目用画像と前記右目用画像からステレオ画像を生成する生成ステッ
プと、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定ステップと、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成ステップと、
　前記ステレオ画像を前記付加画像とともに表示するステップとを有し、
　前記付加画像生成ステップでは、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用
付加画像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、前記生成ステップでは、前記奥
行きの変更指示に従い前記表示サイズに基づいた付加画像の合成により前記ステレオ画像
を生成することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１４】
　コンピュータを請求項１から請求項１１の何れか一項に記載された画像処理装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載されたプログラムが記録されたコンピュータが読み取り可能な記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、X線ステレオ画像の画像処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のX線画像撮影装置は、撮影領域内に配置した鉛文字を被写体とともに撮像して撮
影方向を表示するか、画像上に情報を付加して撮影方向を表示する（例えば、特許文献1
参照）。また、特許文献2は、X線ステレオ画像に対して、奥行きの深度測定を行い、奥行
き距離情報を提示する発明を開示するが、撮影方向の提示については言及しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2007-215717号公報
【特許文献２】特開昭61-253042号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、観察者は、奥行きの変更指示に応じて生成されたステレオ画像を一瞥し
ただけでは、ステレオ画像の奥行きを把握することが難しい。
【０００５】
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　本発明は、奥行きの変更指示に応じて生成されたステレオ画像において、奥行きを容易
に把握することができる画像処理装置およびその方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【０００７】
　本発明にかかる画像処理装置は、撮影手段で撮影された撮影画像を左目用画像と右目用
画像に区分して記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記左目用画像と前記右目用画像からステレオ画像を生成す
る生成手段と、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定手段と、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成手段と、
　前記ステレオ画像と前記付加画像とを表示する表示手段とを有し、
　前記付加画像生成手段は、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用付加画
像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、
　前記生成手段は、前記奥行きの変更指示に従い、前記左目用画像と前記右目用画像を調
整して前記ステレオ画像を生成することを特徴とする。
【０００８】
　また、撮影手段で撮影された撮影画像を左目用画像と右目用画像に区分して記憶する記
憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記左目用画像と前記右目用画像からステレオ画像を生成す
る生成手段と、
　前記ステレオ画像に付加するコンテンツを決定し、前記コンテンツの二次元表示位置、
奥行きの表示位置および表示サイズの表示条件を決定する決定手段と、
　前記コンテンツおよび表示条件に基づいて前記ステレオ画像に付加する付加画像を生成
する付加画像生成手段と、
　前記ステレオ画像を前記付加画像とともに表示する表示手段とを有し、
　前記付加画像生成手段は、奥行きの変更指示に従い前記付加画像における左目用付加画
像と右目用付加画像の間で表示サイズを入れ替え、前記生成手段は、前記奥行きの変更指
示に従い前記表示サイズに基づいた付加画像の合成により前記ステレオ画像を生成するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、奥行きの変更指示に応じて生成されたステレオ画像において、奥行き
を容易に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例1のX線ステレオ画像撮影装置の構成例を示すブロック図。
【図２】実施例1のX線ステレオ画像撮影装置における画像処理を説明するフローチャート
。
【図３】実施例2のX線ステレオ画像撮影装置の構成例を示すブロック図。
【図４】実施例2のX線ステレオ画像撮影装置における画像処理を説明するフローチャート
。
【図５】アノテーション情報決定部が実行するアノテーション情報の決定処理を説明する
フローチャート。
【図６】奥行き方向の表示位置に応じてコンテンツの表示サイズを決定する方法を説明す
る図。
【図７】実施例3のX線ステレオ画像撮影装置の構成例を示すブロック図。
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【図８】実施例3のX線ステレオ画像撮影装置における画像処理を説明するフローチャート
。
【図９】第一の距離と第二の距離が指定された場合のアノテーション表示位置を説明する
図。
【図１０】実施例4のX線ステレオ画像撮影装置の構成例を示すブロック図。
【図１１】実施例4のX線ステレオ画像撮影装置における画像処理を説明するフローチャー
ト。
【図１２】ステレオ画像の表示方法が変更される様子を説明する図。
【図１３】各部位の名称や位置をアノテーションとして表示する例を示す図。
【図１４】実施例5のX線ステレオ画像撮影装置の構成例を示すブロック図。
【図１５】アノテーション情報決定部が実行するアノテーション情報の決定処理を説明す
るフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明にかかる実施例の画像処理を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図1のブロック図により実施例1の画像処理装置であるX線ステレオ画像撮影装置100の構
成例を示す。また、図2のフローチャートにより実施例1のX線ステレオ画像撮影装置100に
おける画像処理を説明する。
【００１３】
　受信部102は、フレーム単位に、撮影部101が撮影した左目用画像と右目用画像を含む撮
影画像を受信する(S201)。なお、撮影部101と受信部102の関係は、一組の撮影部101aと受
信部102aの場合もあれば、第一の画像の撮像部101aと第一の受信部102aおよび第二の画像
の撮像部101bと第二の受信部102bを組み合わせる場合もある。また、撮影部101は、一つ
以上のX線発生装置とX線検出器を用いて撮影を行うX線画像撮影装置である。
【００１４】
　判断部103は、受信部102が撮影画像を受信すると(S202)、受信された撮影画像が左目用
画像か右目用画像かを判断する。そして、左目用画像と右目用画像を区分して、左目用画
像を左目用画像記憶部104のメモリに、右目用画像を右目用画像記憶部105のメモリに記憶
する(S204、S205)。なお、左目用画像か右目用画像かの判断は、例えば、撮影画像のヘッ
ダに付加された情報に基づき行われる。
【００１５】
　出力部108は、左目用画像記憶部104のメモリおよび右目用画像記憶部105のメモリに記
憶された撮影画像の立体視を可能にするステレオ画像をモニタ109に出力する(S209)。ス
テップS210の判定により、続くフレームが存在する限り、ステップS201からS209の処理が
繰り返される。
【００１６】
　観察者の左目に左目用画像が、観察者の右目に右目用画像が投射されると、観察者は、
正しい立体視が可能になる。もし、観察者の左目に右目用画像を、観察者の右目に左目用
画像が投射されると、ステレオ画像に対する観察者の認識は、前後の奥行きが逆転し、本
来手前側に知覚されるものが奥側に、本来奥側に知覚されるものが手前側に知覚される。
【００１７】
　例えばコンピュータグラフィックス(CG)画像などで、奥行きの逆転が発生すると、本来
突出していると知覚されるべきものが、凹んだものに知覚されるなど、CG画像の意図と異
なるステレオ画像が認識され、通常、観察者は違和感を感じる。しかし、X線画像は透過
画像であるため、奥行きの逆転が発生しても、観察者が違和感を感じることがない。もし
、X線画像において奥行きの逆転が発生すると、恰もX線検出器の裏側から観察したような
ステレオ画像が認識される。
【００１８】
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　画像生成部107は、奥行き指示部106によって指示される奥行きの変更を示すフラグの状
態を判定する(S206)。そして、変更指示を示す奥行きの変更フラグの状態の判定結果に従
い、同じフレームの撮影画像を左目用画像記憶部104のメモリと右目用画像記憶部105のメ
モリから読み出し、それら撮影画像を出力部108に供給する。
【００１９】
　奥行き変更フラグがオフの場合、画像生成部107は、左目用画像記憶部104のメモリから
読み出した撮影画像を左目用画像として、右目用画像記憶部105のメモリから読み出した
撮影画像を右目用画像として出力部108に供給する(S207)。つまり、左右を入れ替えない
通常の供給を行う。
【００２０】
　奥行き変更フラグがオンの場合、画像生成部107は、左目用画像記憶部104のメモリから
読み出した撮影画像を右目用画像として、右目用画像記憶部105のメモリから読み出した
撮影画像を左目用画像として出力部108に供給する(S208)。このように、データの読み出
し方法を変更して、左右を入れ替えた供給を行う。つまり、画像生成部107は、奥行きの
変更指示に応じて、左目用画像に区分された撮影画像を右目用画像とし、右目用画像に区
分された撮影画像を左目用画像として、ステレオ画像を生成する。
【００２１】
　また、画像生成部107は、ステップS208において、データの入れ替えを行うのではなく
、左目用画像と右目用画像をそれぞれ基線長方向（水平方向）に反転処理してもよく、同
様の結果が得られる。なお、基線長方向とは、二つのX線源が並ぶ方向を指す。つまり、
画像生成部107は、奥行きの変更指示に応じて、左目用画像と右目用画像それぞれを水平
方向に反転して、ステレオ画像を生成する。このように、ユーザは、奥行き指示部106を
操作することで、ステレオ画像における前後の奥行き感覚を逆転させることが可能になる
。
【００２２】
　なお、画像生成部107は、奥行きの変更指示に応じて、左目用画像と右目用画像の重な
り度合を調整してステレオ画像を生成することもできる。具体的には、画像生成部107は
、より奥行きを持たせる指示に応じて、左目用画像に対する右目用画像の重畳領域が広が
るようにステレオ画像を生成する。画像生成部107は、奥行きを持たせない指示に応じて
、左目用画像に対する右目用画像の重畳領域が狭くなるようにステレオ画像を生成する。
【００２３】
　なお、奥行き指示部106は、X線ステレオ画像撮影装置100の操作パネルに配置されたス
イッチやボタン、あるいは、例えばモニタ109に表示されたユーザインタファイス(UI)に
配置されたボタンなどである。
【００２４】
　以上、本発明の画像処理装置によれば、撮影手段（撮影部101）で撮影された撮影画像
を左目用画像と右目用画像に区分して記憶する記憶手段（左目用画像記憶部104、右目用
画像記憶部105）と、記憶手段（左目用画像記憶部104、右目用画像記憶部105）に記憶さ
れた左目用画像と右目用画像からステレオ画像を生成する生成手段（画像生成部107）と
、ステレオ画像を表示する表示手段（モニタ109）とを有し、生成手段（画像生成部107）
は、奥行きの変更指示に応じて、左目用画像と右目用画像を調整してステレオ画像を生成
する。
【００２５】
　よって、観察者は、奥行きの変更指示に応じて生成されたステレオ画像において、奥行
きを容易に把握することができる。
【実施例２】
【００２６】
　以下、本発明にかかる実施例2の画像処理を説明する。なお、実施例2において、実施例
1と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００２７】



(7) JP 6462979 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

　ステレオ表示においては、左目用画像と右目用画像に視差を設定することで、立体視を
可能にする。従って、アノテーションにも視差を設定することで、アノテーションを立体
視させることができる。なお、アノテーションとは、画像上に表示された文字や記号など
の付加情報である。X線の入射方向や被検体の向きなどの奥行き情報を表示する場合、手
前側に対応する付加情報は手前側に、奥側に対応する付加情報は奥側に認識されるように
アノテーションを立体視させれば、より分かり易い情報提示ができると考えられる。
【００２８】
　図3のブロック図により実施例2のX線ステレオ画像撮影装置100の構成例を示す。また、
図4のフローチャートにより実施例2のX線ステレオ画像撮影装置100における画像処理を説
明する。
【００２９】
　実施例2のX線ステレオ画像撮影装置100は、アノテーション生成し、生成したアノテー
ションを撮影画像に付加する機能を実現するための構成を有する。まず、図5のフローチ
ャートによりアノテーション情報決定部111が実行するアノテーション情報の決定処理(S4
01)を説明する。
【００３０】
　アノテーション情報決定部111は、アノテーションとして表示する文字、記号などの付
加情報（以下、コンテンツ）を入力する(S501)。なお、コンテンツは、X線ステレオ画像
撮影装置100の操作部やモニタ109のUIを介して入力される。
【００３１】
　次に、アノテーション情報決定部111は、コンテンツについて表示条件を決定する。つ
まり、二次元表示位置の決定(S502)、奥行きの表示位置の決定(S503)、文字サイズなどの
表示サイズの決定(S504)を行う。ここで決定される表示サイズは、視差がない場合のディ
スプレイ上で知覚されるサイズ（指定サイズ）である。実際に三次元的に知覚される表示
サイズは、奥行き感覚に違和感がないように奥行きの表示位置に応じて、手前側は大きく
、奥側は小さくなるように、以下のような方法で設定する。
【００３２】
　図6により奥行きの表示位置に応じてコンテンツの表示サイズを決定する方法を説明す
る。眼球601の位置を(Xe, Ye, Ze)、ディスプレイ面上のコンテンツの表示位置602を(Xp,
 Yp, 0)とする。ディスプレイ面から奥行き方向に距離Lだけ離れた位置603にコンテンツ
を知覚させる場合、指定サイズ（ディスプレイ面に合焦した場合に知覚されるコンテンツ
サイズ）に対して、下式によって計算されるサイズD分、小さいアノテーション表示を生
成する。
　　　　D = L(Xe-Xp)/Ze　　　…(1)
【００３３】
　なお、各コンテンツの表示サイズは、ユーザが任意に指定することも可能である。
【００３４】
　次に、付加画像生成部であるアノテーション画像生成部112は、アノテーション情報決
定部111によって決定されたアノテーション情報に基づき、付加画像であるアノテーショ
ン画像を生成する(S402)。アノテーション画像には、左目用のアノテーション画像（以下
、左目用付加画像）と右目用のアノテーション画像（以下、右目用付加画像）がある。左
目用付加画像は左目用アノテーション管理部113のメモリに記憶され、右目用付加画像は
右目用アノテーション管理部114のメモリに記憶される。
【００３５】
　続く、撮影画像の受信から撮影画像を記憶するまでの処理(S201-S205)は実施例1と同様
である。
【００３６】
　次に、左目用画像合成部115は、左目用画像と左目用付加画像を合成した左目用合成画
像を生成する(S403)。また、右目用画像合成部116は、右目用画像と右目用付加画像を合
成した右目用合成画像を生成する(S404)。そして、画像合成部117は、左目用合成画像と
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右目用合成画像を合成した最終的なステレオ画像を生成し、ステレオ画像を出力部108に
供給する(S405)。
【００３７】
　なお、合成の順番は上記に限らない。つまり、左目用画像と右目用画像を合成したステ
レオ画像を生成し、左目用付加画像と右目用付加画像を合成したアノテーション画像を生
成し、その後、ステレオ画像とアノテーション画像を合成しても、最終的な処理結果に違
いはない。
【００３８】
　例えば、手前から奥に向けてX線が入射されたときのX線入射方向をアノテーションで示
す場合、手前に文字列「In」が、奥側に文字列「Out」が知覚されるように、X線入射方向
を立体的に表示する。また、AP像（前後像）の撮影のときの撮影方向をアノテーションで
示す場合、手前に文字「A」が、奥側に文字「P」が知覚されるように、撮影方向を立体的
に表示する。
【００３９】
　以上、本発明の画像処理装置によれば、撮影手段（撮影部101）で撮影された撮影画像
を左目用画像と右目用画像に区分して記憶する記憶手段（左目用画像記憶部104、右目用
画像記憶部105）と、記憶手段（左目用画像記憶部104、右目用画像記憶部105）に記憶さ
れた左目用画像と右目用画像からステレオ画像を生成する生成手段（画像生成部107）と
、奥行き情報を含む付加画像を生成する付加画像生成手段（アノテーション画像生成部11
2）と、ステレオ画像を付加画像とともに表示する表示手段（モニタ109）とを有する。
【００４０】
　また、左目用画像に左目用の付加画像を合成した左目用合成画像、および、右目用画像
に右目用の付加画像を合成した右目用合成画像を生成する合成手段（左目用画像合成部11
5、右目用画像合成部116）とを有し、左目用合成画像と右目用合成画像を合成し、ステレ
オ画像を生成する生成手段（画像合成部117）を有する。
【００４１】
　アノテーションを立体的に観察する観察者は、X線の入射方向や被検体の向きなどを、
アノテーションの奥行き感覚から瞬時に判断することが可能になる。
【実施例３】
【００４２】
　以下、本発明にかかる実施例3の画像処理を説明する。なお、実施例3において、実施例
1、2と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００４３】
　実施例3では、予め設定された撮影方法（撮影部位、撮影方向等）に応じて、自動的に
アノテーション情報を生成し、アノテーションの表示位置を設定する例を説明する。
【００４４】
　図7のブロック図により実施例3のX線ステレオ画像撮影装置100の構成例を示す。また、
図8のフローチャートにより実施例3のX線ステレオ画像撮影装置100における画像処理を説
明する。
【００４５】
　撮影方法入力部121は、アノテーション情報の決定に先立ち、撮影部位や撮影方向など
を示す撮影方法の情報を入力する(S701)。なお、撮影方法の情報は、X線ステレオ画像撮
影装置100の操作部やモニタ109のUIを介して入力される。アノテーション情報決定部111
は、撮影方法入力部121が入力した撮影方法と予め設定された撮影方法に基づき、アノテ
ーション情報を自動的に決定する(S702)。以降の処理は、図4に示すステップS402以降の
処理と同様である。
【００４６】
　また、撮影方法入力部121またはアノテーション情報決定部111が入力する第一の距離と
第二の距離の指定に従い、アノテーション画像生成部609がコンテンツの表示位置を設定
することができる。例えば、X線源から被検体までの距離を第一の距離、X線源からX線セ
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ンサまでの距離を第二の距離として指定するなどが可能である。
【００４７】
　図9により第一の距離と第二の距離が指定された場合のアノテーション表示位置を説明
する。つまり、第一の距離L1に文字列「IN」が知覚されるように表示し、第二の距離L2に
文字列「OUT」が知覚されるように表示する。文字列を指定距離に知覚させるための視差
は、撮影時の、ステレオX線源間の基線長、X線源とX線検出器の間の距離、観察時の眼球
とディスプレイの間の距離、ディスプレイのサイズ、画素ピッチとX線検出器のサイズ、
画素ピッチの間の関係から算出する。
【００４８】
　このように、予め設定された撮影方法に応じて自動的に付加情報を決定することで、ユ
ーザが付加情報に関する情報を入力する手間を軽減することができる。さらに、コンテン
ツの奥行きの表示位置の指示を入力することで、観察者にとって、より観察し易いアノテ
ーション表示が可能になる。
【実施例４】
【００４９】
　以下、本発明にかかる実施例4の画像処理を説明する。なお、実施例4において、実施例
1-3と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００５０】
　実施例1で説明したように、観察者から観たステレオ画像における前後の奥行き感覚を
逆転する場合、アノテーション表示されたコンテンツの奥行き感覚も逆転して、ステレオ
画像と奥行き感覚とコンテンツの奥行き感覚を一致させる必要がある。もし、単純に左目
用画像と右目用画像を入れ替えると、手前に小さいコンテンツが知覚され、奥側に大きな
コンテンツが知覚される。実施例4では、ステレオ画像の奥行き感覚と一緒にコンテンツ
の奥行き感覚を逆転する例を説明する。
【００５１】
　図10のブロック図により実施例4のX線ステレオ画像撮影装置100の構成例を示す。また
、図11のフローチャートにより実施例4のX線ステレオ画像撮影装置100における画像処理
を説明する。なお、図11において、図4に示す実施例2の処理と略同様の処理には同一符号
を付して詳細説明を省略する。
【００５２】
　アノテーション情報決定部111によってアノテーション情報が決定されると(S401)、ア
ノテーション画像生成部112と画像合成部117は、奥行き指示部106によって設定される奥
行き変更フラグの状態を取得する(S801)。なお、実施例3と同様に、撮影方法の情報を入
力し、撮影方法に基づきアノテーション情報を決定した後、奥行き変更フラグの状態を取
得してもよい。
【００５３】
　次に、アノテーション画像生成部112は、アノテーション情報決定部111によって決定さ
れたアノテーション情報と奥行き変更フラグの状態に基づき、アノテーション画像を生成
する(S802)。つまり、奥行き変更フラグの状態がオフの場合はアノテーション情報に従っ
てアノテーション画像を生成する。また、奥行き変更フラグの状態がオンの場合はアノテ
ーション情報が示す表示サイズを左目用付加画像と右目用付加画像の間で入れ替えてアノ
テーション画像を生成する。
【００５４】
　続いて、ステップS201からS404において実施例2と同様の処理が行われた後、画像合成
部117は、取得した奥行き変更フラグの状態を判定する(S803)。そして、判定結果に従い
、左目用画像合成部115から供給される合成画像と、右目用画像合成部116から供給される
合成画像を合成したステレオ画像を生成する。
【００５５】
　奥行き変更フラグの状態がオフの場合、画像合成部117は、左目用画像合成部115から供
給される合成画像を左目用画像として、右目用画像合成部116から供給される合成画像を
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右目用画像として合成を行う(S804)。つまり、左右を入れ替えない通常の合成を行う。
【００５６】
　一方、奥行き変更フラグがオンの場合、画像合成部117は、左目用画像合成部115から供
給される合成画像を右目用画像として、右目用画像合成部116から供給される合成画像を
左目用画像として合成を行う(S805)。つまり、データの入れ替えにより、左右を入れ替え
た合成を行う。
【００５７】
　また、実施例1と同様に、画像合成部117は、ステップS805において、データの入れ替え
を行うのではなく、左目用画像と右目用画像をそれぞれ基線長方向に反転処理してもよく
、同様の結果が得られる。
【００５８】
　図12によりステレオ画像の表示方法が変更される様子を説明する。図12はX線入射方向
をアノテーション表示する例を示し、図12(a)は手前から奥へX線が照射されているアノテ
ーション表示が付加されている。図12(b)は、奥行き変更フラグによってステレオ画像の
表示方法が変更された場合を示し、奥から手前にX線が照射されているアノテーション表
示が付加されている。
【００５９】
　実施例4においては、ステップS210において次のフレームがあると判定された場合、処
理はステップS801に戻り、奥行き変更フラグの状態の取得が行われる。アノテーション画
像生成部112は、奥行き変更フラグの状態に変更があるとステップS802においてアノテー
ション画像の再生成を行うが、奥行き変更フラグの状態に変更がなければアノテーション
画像の再生成を行わない。
【００６０】
　このように、ステレオ画像の表示方法が変更されて奥行き感覚が逆転された場合、ステ
レオ画像の表示方法の変更にともないアノテーション画像も変更される。従って、観察者
は、X線入射方向や撮影方向をアノテーション表示から容易に判断することができる。
【実施例５】
【００６１】
　以下、本発明にかかる実施例5の画像処理を説明する。なお、実施例5において、実施例
1-4と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説明を省略する。
【００６２】
　図13により各部位の名称や位置をアノテーションとして表示する例を示す。図13(a)(b)
は、例えば、胸部をAP撮影した場合の心臓と背骨の名称と位置をアノテーション表示した
例である。その場合、「心臓」「背骨」のアノテーション表示を、対応する各部位が知覚
される奥行き位置に合わせて表示したい。
【００６３】
　図14のブロック図により実施例5のX線ステレオ画像撮影装置100の構成例を示す。なお
、図14において、図4に示す実施例2の処理と略同様の処理には同一符号を付して詳細説明
を省略する。また、図15のフローチャートによりアノテーション情報決定部111が実行す
るアノテーション情報の決定処理を説明する。
【００６４】
　アノテーション情報決定部111は、アノテーション情報を決定(S401)する際、アノテー
ション表示の対象部位の指定を入力する(S500)。奥行き情報算出部131は、アノテーショ
ン表示の対象部位の奥行き情報を算出する。アノテーション情報決定部111は、奥行き情
報の算出結果に基づき、奥行きの表示位置の決定(S503)、表示サイズの決定(S504)を実行
する。以降の処理は、図4に示す実施例2の処理と同様であり、説明を省略する。
【００６５】
　このように、各部位の名称や位置を立体的にアノテーション表示するため、ユーザは、
各部位の三次元的な位置関係を瞬時に認識することができる。
【００６６】
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［その他の実施例］
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記録媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（又は
CPUやMPU等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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